
 

 

 

会計年度任用職員とは、一会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）の範囲内の任期で任用される非常勤職員で

す。令和６年度採用予定の会計年度任用職員を下記のとおり募集します。 

１．勤務条件について 

 （１）給与など 

経験年数や資格などを考慮し、報酬額を算定します（参考…高校新卒で事務補助として採用された場合：日額７，５００円）。 

また、勤務条件に応じて通勤手当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手当などを支給します。  

※年度中に給与条例の改正があった場合、給与条例適用職員に準じ給与などを改定することがあります。 

※期末手当および勤務手当は、任期が６か月以上かつ週１５時間３０分以上勤務の方に支給されます。 

（２）勤務時間 

週３５時間以内での勤務を基本としますが、詳細は一覧表（別紙）をご確認ください。 

（３）社会保険など 

勤務条件に応じて健康保険（市町村職員共済組合）、厚生年金、雇用保険の適用があります。その他災害補償などの適用があります。 

（４）休暇など 

年次有給休暇のほか、状況や勤務条件に応じて夏季休暇、忌引休暇などを取得することができます。 

２．申込方法について 

 （１）申込書類 

①柳津町会計年度任用職員申込書 

②履歴書（町が指定する様式に限る） 

③免許証・証書などの写し ※特定の資格や免許を所持することが応募条件に含まれる職種のみ 

※①および②については、申込期間中に限り総務課総務係および西山支所窓口に設置するほか、郵便での請求が可能です。郵便で請求

する場合は、封筒の表に「会計年度任用職員申込用紙請求」と朱書きし、１２０円切手を貼った自分宛の返信用封筒（角形２号）を

必ず同封して総務課総務係へ請求してください。 

（２）申込書類提出先 

申込期限までに、次の場所へ持参もしくは郵送して下さい。 

柳津町役場２階 総務課総務係（〒９６９-７２０１ 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙２３４番地） 

（３）申込期限 

令和６年２月２６日（月）まで 

※窓口での受付は平日の午前８時３０分から午後５時１５分の間に限り行います。 

※郵送による申込書提出の場合、令和６年２月２４日（土）までの消印のあるものに限り受け付けます。 

３．選考方法について 

 応募状況に応じて、書類審査、面接試験などを行い、選考します。 

面接試験は令和６年３月１３日（水）から１５日（金）に実施予定ですが、詳細は応募者に対し個別に通知します。 

４．条件付採用について 

 会計年度任用職員は、条件付採用の対象となります。 

条件付採用期間は１か月であり、期間終了後、正式採用となります。 

５．人事評価について 

 会計年度任用職員は、人事評価の対象となります。 

人事評価の結果は、人材育成、再度選考時の能力実証の参考資料として活用します。 

６．再度の任用について 

 任期満了後、人事評価などによる能力実証に基づき再度任用されることがありますが、任期が自動的に更新されることはありません

のでご了承ください。 

７．服務に関する規定・懲戒などについて 

 会計年度任用職員には地方公務員法上の服務に関する規定（職務専念義務など）が適用され、かつ懲戒処分などの対象となります。 

※パートタイムとしての採用の場合は、営利企業への従事などの制限の対象とはなりません。 

８．その他 

 年度途中にも必要に応じて募集を行う場合があります（除雪作業員は９月頃に募集を行う予定です）。 

募集内容については令和６年度当初予算要求に基づいて行うものであるため、変更がある場合がありますのでご了承ください。 
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